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判決年月日 平成２２年２月３日 担 知的財産高等裁判所 第４部
当

事 件 番 号 平成21年（行ケ）10305号 部

衣料品の下げ札や手提げ袋に「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示をしてこれを販売○

する行為は，指定商品を「洋服」等とする「Ｐｉｎｋ ｂｅｒｒｙ」なる商標の使用

に当たる。

（関連条文）商標法２条１項～３項，５０条

本件は，原告が 「Ｐｉｎｋ ｂｅｒｒｙ」の欧文字を標準文字で表してなり，指定商，

品を第２５類「洋服」等とする被告の商標登録について，不使用を理由とする当該登録の

取消しを求めたのに対し，本件審判請求が成り立たないとした特許庁の審決の取消しを求

める事案である。

原告は，取消事由として，本件審決が，被告が「洋服」に本件商標の使用をしていたと

認定判断したことが誤りであると主張した。

本判決は，被告が，遅くとも平成１９年１月以前に，賃借したビルに「ＰＩＮＫ ＢＥ

ＲＲＹ」の看板を設置して「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ 大須店」を開設し，遅くとも平成２

０年３月２９日ころから，上記店舗において 「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の下げ札を付し，

た衣料品を販売し，遅くとも平成１８年５月２４日ころから，上記店舗において 「ＰＩ，

ＮＫ ＢＥＲＲＹ」と表示したビニール製の手提げ袋を，衣料品を収納する包装として使

用していることを認定した上，以下のとおり判示して，原告の請求を棄却した。

「 ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示は，本件商標「Ｐｉｎｋ ｂｅｒｒｙ」の文字をすべ「

， ， 「 」てアルファベットの大文字により表記したものであり 両者は いずれも ピンクベリー

の称呼及び「ピンク色の果実」という観念を生じ，社会通念上実質的に同一のものと評価

することができる 」。

「被告が，…衣料品の下げ札や手提げ袋に「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示をしてこれを

販売している行為は，商標法２条３項１号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」

及び同項２号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し，引き渡し，譲渡若し

」 。」「 ，「 」くは引渡しのために展示…する行為 に該当する なるほど ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ

の表示は，被告の営業する被告店舗の名称としても使用され，商品には，販売元である被

告の「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示の下げ札のほか，製造元を示すタグ等が付されてい

る。しかし，商品に係る商標が 「業として商品を…譲渡する者」にも与えられるもので，

あり（商標法２条１項１号 ，商品の製造業者のみならず，小売業者もまた，商品の譲渡）

等を行うことに変わりはないことに照らすと（同条３項２号参照 ，小売業者としての出）

所を表示することが，商標としての使用に当たらないということはできない 「平成１。」
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９年４月１日に小売等役務商標制度が新たに施行されたところ，商標を小売等役務につい

て使用した場合に，商品についての使用とは一切みなされないとまではいうことができな

い。すなわち，商品に係る商標が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとする規

定（商標法２条１項１号）に改正はなく 「商品Ａ」という指定商品に係る商標と「商品，

Ａの小売」という指定役務に係る商標とは，当該商品と役務とが類似することがあり（同

条６項 ，商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて）

互いに審査が予定されていると解されること（同法４条１項１０号，１１号，１５号，１

９号等）からすると，その使用に当たる行為（同法２条３項）が重なることもあり得るか

らである 「そして，商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね，商品の。」

小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが，小売等役務商標制度本来の在り方で

あり，小売等役務商標制度が施行された後においては，商品又は商品の包装に商標を付す

ることなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には，商品商標

としての使用を行っていないと評価する余地もある。しかしながら，本件商標は，小売等

役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ，…被告は，小売等役務商標制度が施

行される前から本件商標を使用していたものである。このように，小売等役務商標制度の

施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず，その後小売等役務商標制

度が創設されたことの一事をもって，これが本件商標の使用に当たらないと解すると，指

定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下にお

いて，被告に対し 「洋服」等を指定商品とする本件商標とは別に「洋服の小売」等を指，

定役務とする小売等役務商標の取得を強いることになり，混乱を生ずるおそれがある 」。

「よって，被告は，本件審判の請求の登録前３年以内に，指定商品に含まれる「洋服」に

ついて，本件商標と社会通念上同一の「ＰＩＮＫ ＢＥＲＲＹ」の表示をもって，本件商

標を使用したものと認められる 」。


